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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期

第１四半期連結
累計期間

第43期

第１四半期連結

累計期間

第42期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高（百万円） 52,462 56,472 230,638

経常利益（百万円） 5,573 4,438 22,159

四半期（当期）純利益（百万円） 4,422 3,471 17,027

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△1,653 △16,064 9,953

純資産額（百万円） 393,735 389,995 406,773

総資産額（百万円） 514,074 507,049 532,890

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
77.37 60.74 297.92

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 74.4 74.0 73.7

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　なお、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四

半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 　当第１四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。

　 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

　

２【経営上の重要な契約等】
 　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

 

(1)　業績の状況

　当第１四半期連結累計期間における売上高は56,472百万円と前年同期に比べ4,010百万円の増収（＋7.6％）とな

り、売上総利益は15,497百万円と前年同期に比べ1,809百万円の増益（＋13.2％）となりました。前年同期に比べ増

収増益となった要因は、ビチューメンの販売価格の上昇、及び天然ガスの受託輸送収入の増加などによるものであり

ます。　

　探鉱費は、国内及び海外での支出が大きく増加したことにより、前年同期に比べ2,611百万円増加（＋166.4％）の

4,180百万円となり、販売費及び一般管理費は前年同期に比べ229百万円増加（＋3.1％）の7,673百万円となりまし

た。この結果、営業利益は、売上総利益は増加したものの探鉱費等の増加を受けて、前年同期に比べ1,031百万円減益

（△22.1％）の3,642百万円となりました。

　経常利益は、受取配当金の増加や有価証券売却損及び有価証券評価損の減少などの増益要因があるものの、営業利

益の減少や持分法による投資損失の増加などを受けて、前年同期に比べ1,135百万円減益（△20.4％）の4,438百万

円となりました。

　税金等調整前四半期純利益は、固定資産売却益の減少及び固定資産除却損の増加などにより、前年同期に比べ1,442

百万円減益（△25.5％）の4,206百万円となり、四半期純利益は法人税等が減少した結果、前年同期に比べ950百万円

減益（△21.5％）の3,471百万円となりました。

 

　なお、売上高の内訳は次のとおりであります。 

（イ）原油・天然ガス

原油・天然ガス（液化天然ガス（LNG）及びビチューメンを含む）の売上高は、天然ガス及びビチューメン

の販売価格の上昇などにより、44,743百万円と前年同期に比べ2,009百万円の増収（＋4.7％）となりました。

（ロ）請負事業

請負事業（掘さく工事及び地質調査の受注等）の売上高は、1,185百万円と前年同期に比べ351百万円の増

収（＋42.2％）となりました。

（ハ）その他

液化石油ガス（LPG）・重油等の石油製品等の販売、天然ガス・石油製品の受託輸送及びその他業務受託等

の売上高は、主に天然ガスの受託輸送収入の増加などにより、10,543百万円と前年同期に比べ1,649百万円の

増収（＋18.5％）となりました。 

　

　主なセグメントごとの業績は、次のとおりであります。

　なお、当第１四半期連結会計期間より、「中東」を報告セグメントとして開示しております。詳細は、「第４　経理の

状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

　

①　日本

日本セグメントの売上高は主に原油・天然ガス（LNG含む）、請負事業、石油製品等により構成されておりま

す。当第１四半期連結累計期間における売上高は、主に天然ガスの販売価格の上昇や、天然ガスの受託輸送収入

の増加などにより、53,657百万円と前年同期に比べ3,299百万円の増収（＋6.6％）となりました。セグメント利

益は、前述の売上高の増加による増益要因はあるものの、北海道及び新潟における探掘井の掘さく等による探鉱

費の増加などにより、6,900百万円と前年同期に比べ508百万円の減益（△6.9％）となりました。
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②　北米

北米セグメントの売上高は主に原油・天然ガス（ビチューメン含む）により構成されております。当第１四

半期連結累計期間における売上高は、主にJapan Canada Oil Sands Limited（JACOS）において、前年同期にビ

チューメンの生産設備の点検等による生産量の減少があったものの当期は順調な生産により販売数量が増加と

なったこと、及びビチューメンの販売価格が上昇したことにより、2,815百万円と前年同期に比べ710百万円の増

収（＋33.8％）となりました。セグメント損益は、前述の売上高の増加による増益要因はあるものの、JACOSにお

ける探鉱費の増加により、338百万円のセグメント損失（前年同期は517百万円のセグメント損失）となりまし

た。  

③　中東  

中東セグメントにおいては、イラク共和国ガラフ油田における商業生産開始に向けた開発作業を実施してお

ります。当第１四半期連結累計期間におけるセグメント損益は25百万円のセグメント損失（前年同期は36百万

円のセグメント損失）となりました。

　

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、流動資産が増加したものの、固定資産が減少したことにより、前連

結会計年度末に比べ25,840百万円減少し、507,049百万円となりました。流動資産の主な変動は、短期間の資金運用を

目的とした国庫短期証券等の購入による有価証券の増加、及び流動資産のその他に含まれる現先取引による短期貸

付金の減少などによるものであり、固定資産の減少要因は、主に国際石油開発帝石㈱等の株価下落による投資有価証

券の減少などによるものであります。  

　また、負債の部及び純資産の部につきましては、支払手形及び買掛金の増加などを、前述の投資有価証券の減少によ

る繰延税金負債の減少や未払法人税等の減少などが上回ったことにより、負債合計は9,062百万円減少の117,054百

万円となり、純資産合計は、利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定の増加などを、その他有価証券評価差額金の減

少が上回った結果、16,778百万円減少の389,995百万円となりました。

　

(2)　事業上及び財務上の対処すべき課題

  当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次の

とおりであります。

 

(当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を

十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可

能とする者である必要があると考えております。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行わ

れるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をも

たらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の

内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないも

の、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの

等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を

理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益は毀損されることになります。

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を執る

ことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

　

(当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の概要)

１．目的
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　当社株式の大量買付が行われる場合に、株主が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとと

もに、買収者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑止し、

当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させること。

　

２．基本的な仕組み

　当社株式の20％以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または

企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事

前に警告することをもってする買収防衛策（事前警告型買収防衛策）。

　

３．導入に係る手続

　平成20年６月25日開催の第38回定時株主総会において、当社定款に買収防衛策の導入等に関する根拠条文を置くた

めの定款変更議案に加え、買収防衛策の内容に関する議案について承認を得て導入しました。その後、平成23年６月

24日開催の第41回定時株主総会（本総会）において、買収防衛策を一部改定のうえ、更新する議案について承認を得

ました。

　

４．有効期間

　本総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

　

５．発動に係る手続

　イ）買収者に対し、買収防衛策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を含む「意向表明書」の提出を求めま

す。そして、これを受領した日から10営業日以内に、必要な情報が記載された「買付説明書」の提出を求めま

す。

　ロ）取締役会において、買収者の提案の評価や代替案の検討等を行います（原則60日）。

　ハ）独立委員会において、買収者の提案と取締役会の事業計画の比較検討、取締役会の提示する代替案の検討等を

行うほか、買収者との交渉・協議を行います（原則60日。合理的理由がある場合、さらに最長で30日の延長も可

能）。

　ニ）独立委員会は、買収者の行為が企業価値又は株主共同の利益を毀損するか否か（毀損する場合、その程度）等

を勘案し、その発動の実施又は不実施を取締役会に対し勧告します（発動に際し、株主総会の承認を得るべき

留保を付すことも可能）。

　ホ）取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、会社法上の機関としての決議を行います。

　

６．独立委員会の設置

　取締役会の恣意的判断を排除し、対抗措置の発動・不発動の判断の客観性を高めるため、社外取締役、社外監査役、

社外有識者から構成される独立委員会を設置しております。

独立委員会の委員は次のとおりです。

　河上　和雄　当社社外取締役

　角谷　正彦　当社社外監査役

　坂田　桂三　日本大学名誉教授

　

７．対抗措置

　新株予約権の無償割当て（概要は下記８．のとおり）とし、買収者以外の株主に新株を交付することにより、買収

者の持分の希釈化を図ります。
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８．本新株予約権の無償割当ての概要

　イ）本新株予約権の数

　　　　取締役会又は株主総会決議（本決議）で別途定める一定の日（割当期日）における発行済株式総数と同数（自

己株式を除く）

　ロ）割当対象株主

　　　　割当期日における株主（当社を除く）

　ハ）効力発生日

　　　　本決議で別途定める日

　ニ）目的株式数

　　　　本新株予約権１個につき、目的となる株式の数は、原則１株

　ホ）行使期間

　　　　１ヶ月から６ヶ月までの範囲で別途本決議で定める期間

　ヘ）行使条件

　　　　20％以上を保有する者又は20％以上を買付けようとする者（非適格者）は、本新株予約権を行使することがで

きないこととする。

　ト）当社による本新株予約権の取得

　　　　行使期間開始日の前日までの間、取締役会が別途定める日をもって、全ての新株予約権を無償で取得することが

できる。

　　　　取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち、未行使のものを全て取得

し、これと引換えに、株式を交付することができる。

  

(当社の買収防衛策（本プラン）の合理性)

１．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　　　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足しています。

 

２．株主意思を重視するものであること

　　　本プランは、前述のとおり、平成20年６月25日開催の第38回定時株主総会においてこれを付議し、承認可決され、

さらには、平成23年６月24日開催の第41回定時株主総会においてその更新を付議し、承認可決されております。

　　　また、本プランに定める一定の場合には、本プランの発動の是非についても、株主総会の決議を得ることにより株

主の皆様の意思を確認することとしております。

　　　加えて、本プランには、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付されているほか、その有効期間の

満了前であっても、株主総会または取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。

 

３．独立性の高い社外取締役等の判断の重視と情報開示

　　　前述のとおり、本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外取締役等のみから構成さ

れる独立委員会により行われることとされています。

　　　また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の

利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

　 

４．合理的な客観的要件の設定

　　　本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、取締役会による恣意

的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
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５．第三者専門家の意見の取得

　　　買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認

会計士、弁護士、税理士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとされ

ています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

 

６．デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

　　　本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で

構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛

策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　　　また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）

でもありません。

　 

(3)　研究開発活動

  当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は89百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(4)　主要な設備

  主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について当第１四半期連結累計期間に著しい変更はありませ

ん。

　なお、前連結会計年度末における当社の重要な設備の新設等の計画として、「東日本大震災で被災した送ガス附帯

設備等の復旧（所在地：宮城県仙台市等。着工年月：平成23年３月）」がありましたが、平成24年６月末までにごく

一部を除き完了しております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月９日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 57,154,776 57,154,776
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 57,154,776 57,154,776 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 平成24年４月１日～

平成24年６月30日 
－ 57,154,776－ 14,288－ －

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

　 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 57,141,500 571,415 －

単元未満株式 普通株式 11,176 － －

発行済株式総数 57,154,776 － －

総株主の議決権 － 571,415 －

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数が２個含まれております。

　　　

②【自己株式等】

　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義所有株

式数（株）

他人名義所有株

式数（株）

所有株式数の合

計（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

石油資源開発

株式会社

東京都千代田

区丸の内一丁

目７番12号

2,100 － 2,100 0.00

 計  － 2,100 － 2,100 0.00

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成24

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 29,805 33,389

受取手形及び売掛金 ※1
 27,392

※1
 25,537

有価証券 51,870 80,115

商品及び製品 4,407 4,328

仕掛品 99 183

原材料及び貯蔵品 4,952 4,196

その他 46,527 24,665

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 165,054 172,413

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 42,932 41,994

機械装置及び運搬具（純額） 56,332 53,932

その他（純額） 33,594 33,715

有形固定資産合計 132,859 129,642

無形固定資産

その他 7,156 7,158

無形固定資産合計 7,156 7,158

投資その他の資産

投資有価証券 192,726 159,616

その他 39,725 42,846

貸倒引当金 △38 △35

海外投資等損失引当金 △4,593 △4,593

投資その他の資産合計 227,820 197,834

固定資産合計 367,836 334,635

資産合計 532,890 507,049
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,251 10,743

未払法人税等 1,897 539

引当金 216 114

その他 23,611 22,985

流動負債合計 32,977 34,382

固定負債

長期借入金 26,198 26,067

繰延税金負債 42,601 33,089

退職給付引当金 7,129 7,043

その他の引当金 845 778

資産除去債務 9,670 9,266

その他 6,695 6,426

固定負債合計 93,140 82,671

負債合計 126,117 117,054

純資産の部

株主資本

資本金 14,288 14,288

利益剰余金 294,323 296,652

自己株式 △10 △10

株主資本合計 308,601 310,930

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 89,366 67,910

繰延ヘッジ損益 20 67

為替換算調整勘定 △5,391 △3,807

その他の包括利益累計額合計 83,995 64,171

少数株主持分 14,176 14,893

純資産合計 406,773 389,995

負債純資産合計 532,890 507,049
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 52,462 56,472

売上原価 38,774 40,975

売上総利益 13,688 15,497

探鉱費

探鉱費 1,569 4,180

探鉱費合計 1,569 4,180

販売費及び一般管理費 7,444 7,673

営業利益 4,674 3,642

営業外収益

受取配当金 1,128 1,449

その他 1,083 580

営業外収益合計 2,212 2,029

営業外費用

有価証券売却損 304 －

有価証券評価損 289 －

持分法による投資損失 501 903

その他 218 330

営業外費用合計 1,313 1,234

経常利益 5,573 4,438

特別利益

固定資産売却益 138 2

その他 0 －

特別利益合計 139 2

特別損失

固定資産除却損 63 227

その他 0 6

特別損失合計 64 234

税金等調整前四半期純利益 5,648 4,206

法人税等 1,139 659

少数株主損益調整前四半期純利益 4,509 3,546

少数株主利益 86 75

四半期純利益 4,422 3,471
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,509 3,546

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,251 △21,462

繰延ヘッジ損益 △18 71

為替換算調整勘定 1,086 1,800

持分法適用会社に対する持分相当額 21 △20

その他の包括利益合計 △6,162 △19,610

四半期包括利益 △1,653 △16,064

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,862 △16,352

少数株主に係る四半期包括利益 208 288
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【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（原価差異の繰延処理）

　操業度の時期的な変動により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当該原価差

異を流動資産（その他）として繰り延べております。

　

（税金費用の計算）

税金費用については、当社及び一部の連結子会社は当第１四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１. 受取手形及び売掛金には、工事未収入金を含めております。

　

２. 偶発債務として次の銀行借入等に対する保証債務があります。

（百万円）　

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

Kangean Energy Indonesia Ltd.

（生産設備に関連する債務） 
15,369

Kangean Energy Indonesia Ltd.

（生産設備に関連する債務） 
14,881

サハリン石油ガス開発㈱ 9,725サハリン石油ガス開発㈱ 8,163

インペックス北カスピ海石油㈱ 7,224インペックス北カスピ海石油㈱ 6,971

従業員（住宅資金借入） 693従業員（住宅資金借入） 645

東北天然ガス㈱ 633東北天然ガス㈱ 583

熊本みらいエル・エヌ・ジー㈱ 38熊本みらいエル・エヌ・ジー㈱ 38

合計 33,684合計 31,283

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産等に係る償却費を含む。）は、次のとおりであ

ります。  

（百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

減価償却費     5,761     5,023
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 1,143 20 平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金

  

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,143 20 平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
日本 北米 中東 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への

　売上高
50,3572,104 － 52,462 － 52,462 － 52,462

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 － － 0 － 0 △0 －

計 50,3572,104 － 52,462 － 52,462△0 52,462

セグメント利益

又は損失（△）
7,408△517 △36 6,855△124 6,730△2,056 4,674

 (注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、北アフリカ、東南アジ

ア等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△2,056百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△2,056百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
日本 北米 中東 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への

　売上高
53,6572,815 － 56,472 － 56,472 － 56,472

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 － － 0 － 0 △0 －

計 53,6572,815 － 56,472 － 56,472△0 56,472

セグメント利益

又は損失（△）
6,900△338 △25 6,535△159 6,376△2,734 3,642

 (注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、東南アジア等を含んで

おります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△2,734百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△2,734百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「中東」について重要性が増したため報告

セグメントとして記載する方法に変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報

は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。　　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 77円37銭 60円74銭

（算定上の基礎）   

　四半期純利益金額（百万円） 4,422 3,471

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 4,422 3,471

　普通株式の期中平均株式数（千株） 57,152 57,152

　  （注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

Japan Canada Oil Sands Limited (JACOS)のビチューメン権益譲渡

　連結子会社であるJACOSは、平成24年５月30日（現地時間）、同社保有のオイルサンド鉱区の一つ、Liege鉱区に

おけるビチューメン（オイルサンド層から採取される超重質油）権益（同社保有比率25％）を、カナダの石油企

業に3,250万カナダドルで譲渡いたしました。これによる譲渡額相当を第２四半期連結会計期間に特別利益とし

て計上する予定であります。　

　

　

２【その他】

　　 　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　

平成24年８月９日

石油資源開発株式会社

取締役会　御中
　

新日本有限責任監査法人
　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 梅村　一彦　　印

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙橋　　聡　　印

　

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている石油資源開発株式

会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、石油資源開発株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。 

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

EDINET提出書類

石油資源開発株式会社(E00041)

四半期報告書

22/22


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	会計方針の変更
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

